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午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開議宣告

ただいまの出席議員は１７人であります。○議長（前田篤秀君）

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名について

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、○議長（前田篤秀君）

今村議員、岩上議員を指名いたします。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 選挙第３号

日程第１２ 選挙第３号遠軽地区広域組合議員の選挙についてを○議長（前田篤秀君）

行います。

委員の数は６人であります。

お諮りいたします。

選挙の方法について、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行い

たいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、議長において指名することに決定いたしました。

遠軽地区広域組合議員には、秋元議員、今村議員、岩上議員、奥田議員、山谷議員、

私、前田を指名いたします。

お諮りします。

ただいま議長において指名いたしました６人の方を当選人と定めることに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、ただいま指名いたしました６人の方が、遠軽地区広域組合議員に当選され

ました。

当選されました６人の方が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定によ
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り、当選の告知をいたします。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 選挙第４号

日程第１３ 選挙第４号選挙管理委員及び補充員の選挙について○議長（前田篤秀君）

を行います。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行

いたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、議長において指名することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時０１分 休憩

──────────────

午前１０時０２分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

選挙管理委員には、遠軽町南町３丁目２番地２３６、中川満之君。遠軽町西町２丁目２

番地２８、新野尾伸一君。遠軽町旧白滝３４０番地、児玉富雄君。遠軽町丸瀬布新町２３

５番地、戸井佳穂君。以上の４人の方を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４人の方を、選挙管理委員の当選人と定めるこ

とに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、ただいま指名いたしました４人の方が、選挙管理委員に当選されました。

次に、補充員には、第１順位に遠軽町南町２丁目７番地３２、長谷川光夫君。第２順位

に、遠軽町丸瀬布新町１５７番地、織田政幸君。第３順位に、遠軽町生田原４０９番地、

高木祥隆君。第４順位に、遠軽町白滝８１８番地９、水戸勲君。以上、４人の方を指名い

たします。

お諮りします。
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ただいま議長において指名いたしました４人の方を、補充員の当選人と定めることに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、ただいま指名いたしました４人の方が、補充員に当選されました。

当選人には、後刻通知をいたします。

────────────────────────────────────

◎日程第１４ 同意第１号

日程第１４ 同意第１号教育委員会委員の任命についてを議題と○議長（前田篤秀君）

いたします。

暫時休憩いたします。

午前１０時０４分 休憩

──────────────

午前１０時０５分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

同意第１号教育委員会委員の任命について御説明いたします。○町長（佐々木修一君）

教育委員会委員、富永史朗氏が平成２５年１１月８日、河原英男氏が平成２５年１１月

１０日をもって任期満了となるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町東町３丁目３番地４８、氏名、新山史賢、生年月日、昭和２３年３月１３

日、お二人目は、住所、遠軽町大通北７丁目３番地１２８、氏名、河原英男、生年月日、

昭和２２年１月９日であります。

新山史賢氏、河原英男氏、両氏は人格高潔で、教育に関して識見を有する方々でありま

すので、教育委員会委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

なお、御本人の略歴等につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、同意第１号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

本案は、２人の委員についての同意であります。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時０６分 休憩

──────────────

午前１０時０８分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程第１５ 同意第２号

日程第１５ 同意第２号監査委員の選任についてを議題といたし○議長（前田篤秀君）

ます。

暫時休憩いたします。

午前１０時０８分 休憩

──────────────

午前１０時１０分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

同意第２号監査委員の選任について御説明いたします。○町長（佐々木修一君）

議員のうちから監査委員を選任したく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議

会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町東町１丁目４番地１１、氏名、山田和夫、生年月日、昭和２５年２月７日

であります。

山田和夫氏は、人格高潔で、財務会計等に熟知し、識見を有する方でありますので、監

査委員として選任いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

なお、本人の略歴等につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、同意第２号監査委員の選任についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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暫時休憩いたします。

午前１０時１１分 休憩

──────────────

午前１０時１１分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程第１６ 同意第３号

日程第１６ 同意第３号公平委員会委員の選任についてを議題と○議長（前田篤秀君）

いたします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

同意第３号公平委員会委員の選任ついて御説明いたします。○町長（佐々木修一君）

公平委員会委員、阿部勝俊氏が平成２５年１１月８日をもって任期満了となるため、地

方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町学田２丁目１２番地７５、氏名、笹原重敏、生年月日、昭和３３年３月２

１日であります。

笹原重敏氏は、人格高潔で、地方自治の本旨に理解があり、かつ人事行政に関して識見

を有する方でありますので、公平委員会委員として選任いたしたく、議会の同意を求める

ものであります。

なお、御本人の略歴等につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、同意第３号公平委員会委員の選任についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。

────────────────────────────────────

◎日程第１７ 承認第１号

日程第１７ 承認第１号専決処分の承認を求めることについてを○議長（前田篤秀君）

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

鈴木財政課長。
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承認第１号専決処分の承認を求めることについて御説明いた○財政課長（鈴木光男君）

します。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２５年度遠軽町一般会計補正予算

（第６号）につきまして、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第１７９条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第５号。専決処分書について御説明いたします。

平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）につきましては、９月１６日に発生し

ました台風第１８号の被害の復旧に伴い、緊急に補正予算の必要が生じたため、平成２５

年９月１６日付で専決処分を行ったものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に、歳入歳出それぞれ１９７万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１３

８億１,３９９万３,０００円としたものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１０款地方交付税につきましては、１項地方交付税に１９７万２,０００円追加し、総

額を７１億３,８２３万３,０００円としたものです。

これによりまして、歳入合計１３８億１,２０２万１,０００円に１９７万２,０００円

追加し、総額を１３８億１,３９９万３,０００円としたものです。

２ページをお開き願います。

次に、歳出について御説明いたします。

１１款災害復旧費につきましては、１項災害復旧費に１９７万２,０００円追加し、総

額を１,５４０万６,０００円としたものです。

これによりまして、歳出合計１３８億１,２０２万１,０００円に１９７万２,０００円

追加し、総額を歳入歳出同額の１３８億１,３９９万３,０００円としたものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、３、歳出から御説明

いたします。

８ページをお開き願います。

３、歳出。１１款災害復旧費１項災害復旧費１目災害復旧費、災害復旧事業１９７万

２,０００円につきましては台風１８号の大雨により、９月１６日、生田原地域で道路、

かんがい用水路、河川に被害が発生したため、復旧に要する経費として追加したものであ

ります。

被害状況につきましては、後ほど担当より御説明いたします。
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次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

２、歳入。１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１９７万２,０００円につ

きましては、普通交付税の追加であります。

以上で説明を終わります。

岡村生田原総合支所長。○議長（前田篤秀君）

お手元の平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第○生田原総合支所長（岡村 宏君）

６号）に関する資料について御説明いたします。

資料をお開きください。

台風１８号による大雨の被害状況につきましては、町道３件、河川１件、農業施設１件

の計５件であります。

①は、生野東６線道路、安国の生野会館地先であります。大雨により、横断管の一部が

脱落し、素掘り側溝に雨水が滞留、のり面及び路肩が崩壊したことから、のり面及び路肩

の補修、横断管の清掃及び補修をし、復旧いたしました。

②は、八重黄金沢線道路、星野地先であります。大雨により隣接する牧草地から道路を

横断した表流水が路肩とのり面を崩壊したことから、路肩及びのり面を復旧いたしまし

た。

③は、伊吹開拓線道路、大村地先であります。大雨により隣接する牧草地から表流水が

流入し、のり面を崩落させたことにより、道路横断管の一部が脱落したことから、のり面

及び横断管の補修をし、復旧をいたしました。

④は、生田原水穂福田川で、伊藤地先でございます。Ｖ型トラフを設置してあります区

間で、流速が速く、トラフの接続部分から裏込部分が洗掘を受けたことから、トラフの補

修及び裏込材の充填を行い復旧いたしました。

⑤は、安国かんがい用水路、佐藤地先です。大雨により畑からの表流水及び沢水などが

一度に流入し、用水路右岸の堤防が決壊したもので、土砂及び大型土のうを設置し、堤防

を復旧いたしました。

以上で説明を終わります。

これより、承認第１号の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１１款災害復旧費、１ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１０款地方交付税、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で、承認第１号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）
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これより、承認第１号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第１号及び日程第１９ 議案第２号

日程第１８ 議案第１号損害賠償の額を定めることについて、日○議長（前田篤秀君）

程第１９ 議案第２号平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）を一括して議題と

いたします。

上程の順より提出者の説明を求めます。

山本建設課参事。

議案第１号損害賠償の額を定めることについて御説明いた○建設課参事（山本善宏君）

します。

損害賠償の額を定めたいので、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、別紙

のとおり議会の議決を求めるものであります。

別紙をお開き願います。

１、事故の概要につきましては、平成２５年１０月１２日、遠軽町西町３丁目３番地８

末広団地５８のＢの１棟で、引き込み開閉器の故障による過電流により、入居者の家電製

品を破損させたものであります。

２、相手方及び損害賠償の額は、遠軽町西町３丁目３番地８、吉田るみ子様、損害賠償

額１万２０円であります。内訳の説明は省略いたしますので、お目通し願います。次に、

住所は同じですので、省略させていただきます。齋藤正和様、損害賠償額は８万８,８０

０円であります。次に、竹端順也様、損害賠償額は１万１,２３５円であります。次に、

田代義晴様、損害賠償額は１３万３,５０３円であります。次に、菊地静子様、損害賠償

額は３万２,８１０円であります。次に、渡邊静香様、損害賠償額は６万３,５４０円であ

ります。次に、酒巻澄枝様、損害賠償額は６万３,５００円であります。次に、畠山三男

様、損害賠償額は８,０８５円であります。次に、片岡栞様、損害賠償額は６万６,５００

円であります。次に、立川サダ子様、損害賠償額は１万５,８００円であります。次に、

菊池ひとみ様、損害賠償額は１万２,９５０円であります。次に、加藤八重子様、損害賠

償額は７,５００円であります。次に、成田絹恵様、損害賠償額は３万９,４００円であり

ます。次に、山下範子様、損害賠償額は８万４,０００円であります。次に、小野寺健治

様、損害賠償額は６万２,９９０円であります。次に、関敏子様、損害賠償額は９万４,５

８０円であります。次に、斎藤貞子様、損害賠償額は１万１,２７５円であります。

以上で説明を終わります。

鈴木財政課長。○議長（前田篤秀君）
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続きまして、議案第２号について御説明を申し上げます。○財政課長（鈴木光男君）

議案第２号平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）について御説明いたしま

す。

平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１,０２６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１３

８億２,４２６万円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

１ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

１０款地方交付税につきましては、１項地方交付税に１,０２６万７,０００円追加し、

総額を７１億４,８５０万円とするものです。

これによりまして、歳入合計１３８億１,３９９万３,０００円に１,０２６万７,０００

円追加し、総額を１３８億２,４２６万円とするものです。

２ページをお開き願います。

次に、歳出について御説明いたします。

８款土木費につきましては、６項住宅費に８０万７,０００円追加し、総額を１９億９

１９万４,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に４７６万円追加、７項保健体育費に４

７０万円追加し、総額を１０億７,４３８万９,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計１３８億１,３９９万３,０００円に１,０２６万７,０００

円追加し、総額を歳入歳出同額の１３８億２,４２６万円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略しまして、３、歳出から御説明

いたします。

８ページをお開き願います。

３、歳出。８款土木費６項住宅費１目住宅管理費、町営住宅維持管理事業８０万７,０

００円につきましては、昭和５８年度建設の末広団地１棟で、１０月１２日、電気の引き

込み開閉器の故障で過電流が発生したことにより、この棟に入居する１７戸の電化製品に

被害があったことから、これら損害に対する賠償金であります。

１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育振興一般経費４７６万円につきまし

ては、学校行事負担金の追加であります。釧路市で開催されました北海道小学校バンド

フェスティバルに、遠軽小学校２３名、東小学校２１名、南小学校２４名が出場。同じく

釧路市で開催されました北海道マーチングコンテストに遠軽中学校３７名が出場、富山市

で開催されました東日本学校吹奏楽大会に南中学校２５名が出場、大阪市で開催されます

全日本マーチングコンテストに遠軽中学校３６名が出場、これらに伴う経費であります。

７項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費補助事業４７０万円につ
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きましては、１２月２７日から東大阪市で開催されます全国高等学校ラグビーフットボー

ル大会に、遠軽高等学校ラグビー部４７名が出場するのに対し４００万円の補助と、各種

大会へ出場する団体等の増加に伴う不足額７０万円と合わせまして、社会教育振興補助金

に４７０万円を追加するものであります。

次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

２、歳入。１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１,０２６万７,０００円に

つきましては、普通交付税の追加であります。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程いたしました議案２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、各案件ごとに行います。

これより、議案第１号損害賠償の額を定めることについての質疑を行います。

一宮議員。

余談を申しまして申しわけないのですが、１０年ぶりの質問な○１６番（一宮龍彦君）

のでどぎまぎしておりますので、内容がちぐはぐになるかもしれませんので、その辺はご

容赦いただきたいと思います。

まず、この損害賠償という言葉自体は物すごく重たい言葉でございまして、過去、遠軽

町においても損害賠償というのは、たまにあったかなという記憶ありますけれども、この

事件に関しては想定外なのか、もしくは言葉はおかしいのかもしれませんけれども、不可

抗力だと思っておられるのか、その辺のところ、ちょっと考え方を教えてください。

山本建設課参事。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えいたします。○建設課参事（山本善宏君）

今回起きました事故につきましては、北電からの一次側の受け側での器具といいます

か、ブレーカーの大型のものということになりますが、通常あるのかということでござい

ますけれども、私の聞き及んだところでは、沿岸部では時に見受けられる状態であったと

いうことでございます。

あわせまして、建物の当時の状況、北電とも協議していますが、正直記録等ございませ

んで、結果的にわからなかったわけですが、通常この開閉器につきましては、鍵を持って

あけますと、点検できる状態です。ところが、今回のこの建物につきましては、まずボッ

クスが二重になっていたということがございます。通常あけてみれる状態ではないと、そ

れから二重になった内側のボックスについては、北電の封印がなされておりました。その

経緯については、北電についてもよくわからないということと、町の持ち物ではあるとい

うことで、町側としてもその辺の経緯の確認はとれなかったという事情がございます。

あわせて、ほかの施設についても同時に点検いたしましたが、同じような腐食その他に

ついては見られなかったという状況でございます。事故の形態としては、内陸部では珍し

いものかと思います。
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以上でございます。

一宮議員。○議長（前田篤秀君）

きのうの協議会の中でもお話あったのですが、これは定期点検○１６番（一宮龍彦君）

というのは役場でやるものなのか、北電側でやるものなのか、そういう決め事というのは

ないのですか。

山本建設課参事。○議長（前田篤秀君）

点検についてでございますけれども、動力など大きな施設○建設課参事（山本善宏君）

については、基本的には電気保安協会などに委託し、定期的にこの検査点検行っておりま

す。また、それ以外の住宅系の通常電力、今回は２００ボルト、１００アンペアの建物で

したけれども、そういったものについてはあくまでも町側の施設ですので、点検責任は町

側に最終的にはあると。ただ、北電の封印がされているということは、今回の施設につい

てあったものですから、事前に北電との連絡調整をした上で封印をあけなければなりませ

んので、その辺のことについては町側、私どもの管理部分で徹底されていなかった部分は

あろうかと思います。

一宮議員。○議長（前田篤秀君）

３回目なので最後になりますけれども、公営住宅というのはあ○１６番（一宮龍彦君）

ちこちにありますから、古いもの、新しいものそれぞれですが、古いものについて今後、

こういうことがあったのですから、ほかに大丈夫だと言ったら、さっきほかの施設大丈夫

だということなので、とりあえずは大丈夫なのかなと思いますが、今後、古い公営住宅に

ついては、なるべく定期点検を北電側と相談しながら実施していく予定はありますか、最

後です。

山本建設課参事。○議長（前田篤秀君）

大容量の電気を使っているような施設につきましては、特○建設課参事（山本善宏君）

に施設管理者それぞれおりますので、鍵をあけて確認できる部分については、随時必要に

応じて確認していただきたいということで、今回は建築技術者でもって全施設確認いたし

ましたが、それ以外については必要に応じて点検をしていきたいということで考えており

ます。

また、あわせまして住宅の計画の中でも大規模ですとか、そういった改修関係が予定さ

れているものについては、計画段階でそうしたものも確認していきたいというふうに考え

ております。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって議案第１号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、議案第２号平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。
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８款土木費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０款教育費、１０ページから１３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１０款地方交付税、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって議案第２号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、議案２件の質疑を終わります。

これより、一括上程いたしました議案２件を採決いたします。

採決は、上程の順より各案件ごとに行います。

これより、議案第１号損害賠償の額を定めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第２号平成２５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。

本案は、討論を省略して原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

午前１０時３６分 休憩

──────────────

午前１０時５８分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎日程追加の議決

お諮りいたします。○議長（前田篤秀君）

ただいまお手元に配付の議事日程追加表のとおり日程に追加し、議題としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、議事日程追加表のとおり日程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

────────────────────────────────────
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◎日程第２０ 特別委員会の設置について

日程第２０ 特別委員会の設置についてを議題といたします。○議長（前田篤秀君）

お諮りいたします。

議会において発行する「議会だより」を編集するため、４人の委員で構成する広報特別

委員会を設置し、調査終了まで閉会中の継続調査としたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、４人の委員で構成する広報特別委員会を設置し、調査終了まで閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

──────────────

午前１１時００分 再開

再開いたします。○議長（前田篤秀君）

ただいま設置されました広報特別委員会の委員選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。

お諮りいたします。

広報特別委員会委員の選任については、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名し

たいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、広報特別委員会委員は、お手元に配付いたしました名簿のとおり選任する

ことに決定いたしました。

休憩中に広報特別委員会を開催し、委員会条例第９条第２項の規定により、委員長及び

副委員長の互選をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前１１時０１分 休憩

──────────────

午前１１時１３分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

広報特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われましたので、局長をして

報告いたします。

御報告いたします。○議会事務局長（太田 守君）

名簿につきましては、改めて配付いたしませんので、既に配付の名簿を御使用いただき

たいと思います。
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委員長は岩澤委員、副委員長は松田委員であります。

以上でございます。

────────────────────────────────────

◎日程第２１ 常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査通知書

日程第２１ 常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査通知書○議長（前田篤秀君）

を行います。

閉会中における各委員会の所管事務調査について、会議規則第７３条第１項及び第２項

並びに第７５条の規定により、お手元に配付のとおり各委員長から申し出があります。

お諮りいたします。

本件について、各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、承認することに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本件について、各委員長の申し出のとおり決定することにいたしました。

────────────────────────────────────

◎閉会宣告

以上をもって、本臨時会に付議されました議案の審議は、全て終○議長（前田篤秀君）

了いたしました。

会議を閉じます。

以上で、平成２５年第６回遠軽町議会臨時会を閉会いたします。

午前１１時１５分 閉会




